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船舶事故調査報告書 

 

                              平成３０年５月９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

                  

事故種類 衝突 

発生日時 平成２９年９月２０日 ０８時４２分ごろ 

発生場所 紀伊水道南方沖 

伊島灯台から真方位１７６°２２.９海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３３°２７.８′ 東経１３４°５１.０′） 

事故の概要  石炭運搬船 J P
ジェイピー

 AZURE
アジュール

は、漂泊中、また、貨物船啓
けい

洋
よう

丸は、西南

西進中、両船が衝突した。 

 JP AZURE は、船尾部に凹損等を生じ、また、啓洋丸は、船首部に

亀裂等を生じた。 

事故調査の経過  平成２９年９月２２日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 石炭運搬船 JP AZURE、４８,０４２トン 

    １４１１８８、日本郵船株式会社（船舶所有者）、八馬汽船株 

式会社（船舶管理会社） 

    ２２９.９３ｍ×３８.００ｍ×１９.９０ｍ、鋼 

    ディーゼル機関、１２,２４０kＷ、平成１７年２月７日 

Ｂ 貨物船 啓洋丸、４９８トン 

   １４０８０６、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機

構、まるいち汽船株式会社 

   ７６.２２ｍ×１２.３０ｍ×７.００ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、１,３２３kＷ、平成２０年６月７日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（フィリピン共和国籍） 男性 ５２歳 

   締約国資格受有者承認証 船長（日本国発給） 

交付年月日 ２０１７年２月１６日 

      （２０２１年１月２１日まで有効） 

航海士Ａ（フィリピン共和国籍） 男性 ２４歳 

   締約国資格受有者承認証 航海士（日本国発給） 

交付年月日 ２０１６年１０月３１日 

      （２０２１年１０月３０日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ７７歳 四級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 平成１１年８月２日 
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    免 状 交 付 年 月 日  平成２６年１月１０日 

    免状有効期間満了日 平成３１年４月２４日   

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船尾部に凹損等 

Ｂ 船首部に曲損、亀裂等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過 

 

 Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか２１人（全員フィリピン共和国

籍）が乗り組み、インドネシア共和国Samarinda
サ マ リ ン ダ

港を発し、平成２９

年９月２０日０３時２０分ごろ紀伊水道南方沖に至り、徳島県橘町橘

港への入港時刻の調整目的で機関を止め、漂泊を開始した。 

航海士Ａは、船長から割り振られた当直時間帯に従って０８時００

分ごろ前直の一等航海士から船橋当直を交代し、単独の当直につい

た。 

航海士Ａは、入直後、周囲を見渡し、さらにレーダーで周囲を確認

したところ、Ａ船に接近する船舶が見当たらなかったので、船橋後部

の海図台の前に移動して書類の記載作業等を始めた。 

一等航海士は、上甲板の中央付近で作業をしていたところ、右舷船

尾方からＡ船に向けて接近するＢ船を認め、近くにいた甲板手にトラ

ンシーバでＢ船の接近を航海士Ａに知らせるよう指示した。 

Ａ船は、航海士Ａが、甲板手からの知らせを聞き、船橋前部に移動

して周囲を見渡したところ、右舷船尾方至近にＢ船を認めたが、どう

することもできず、０８時４２分ごろＡ船の船尾部とＢ船の船首部と

が衝突した。 

 船長Ａは、航海士Ａからの報告を聞き、損傷状況等を調査したとこ

ろ、船尾部に凹損等を認め、海上保安庁に本事故の発生を通報した。 

Ａ船は、海上保安庁の指示で橘港沖に錨泊し、後日、同港に入港し

て仮修理が行われた。 

 Ｂ船は、船長Ｂほか４人が乗り組み、船長Ｂが単独で船橋当直につ

き、約２４５°の針路（真方位、以下同じ。）、約１１.０ノット

（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で、紀伊水道南方沖を高知県

室戸市室戸岬沖に向けて西南西進していた。 

 船長Ｂは、０８時１５分ごろ、目視で船首方約５Ｍのところに船首

を北方に向けているＡ船を初認し、紀伊水道に向けて北進しているも

のと思い、船橋当直に当たっていたところ、入直したころにＢ船の管

理会社から燃料搭載予定についての問い合わせがあったことを思い出

し、他に航行の支障となる船舶が見当たらなかったので、船橋後部の

海図台の前に移動し、機関室から昇橋した機関長と２人で、船尾方を

向いて燃料油搭載計画簿を見ながら電卓を用いて次々港着岸時の残油

量の計算を始めた。 
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船長Ｂは、ほぼ計算を終えたころ、突然衝撃を感じ、振り返って船

首方を見たところ、Ａ船と衝突したことに気付いた。 

船長Ｂは、乗組員の安否及び損傷状況等を調査したところ、船首部

に亀裂等を認め、海上保安庁に本事故の発生を通報した。 

Ｂ船は、海上保安庁の指示で徳島県徳島小松島港に入港し、仮修理

が行われた。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ Ａ船の損傷状況、写真２ 

Ｂ船の損傷状況 参照） 

 その他の事項  Ａ船は、石炭約７８,０５８ｔを積載してほぼ満載状態で、喫水が

船首約１２.７２ｍ、船尾約１２.８６ｍであった。 

Ａ船は、船首を約３００°に向けて漂泊中、海潮流の影響を受けて

約３１６°方向に約０.７kn の速力で圧流されており、マストに黒色

の球形形象物２個を連掲し、機関を直ちに使用できる状態にしてい

た。 

 Ｂ船は、空船状態で、喫水が船首約１.８ｍ、船尾約３.６ｍであっ

た。 

 航海士Ａは、海図台の前に移動する際、Ａ船が漂泊しているので航

行している他船がＡ船を避けてくれるものと思った。 

 船長Ｂは、Ａ船を視認した際、これまで０８時過ぎに紀伊水道南方

海域で漂泊している巨大船を見たことがなかったので、Ａ船が北進し

て紀伊水道に向かっているものと思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、紀伊水道南方沖で漂泊中、航海士Ａが、航行している他船

が漂泊中のＡ船を避けてくれるものと思い、書類の記載作業等に注意

を向け、周囲の見張りを適切に行っていなかったことから、Ａ船に向

けて接近するＢ船に気付かず、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、紀伊水道南方沖を西南西進中、船長Ｂが、Ａ船を視認した

際、これまで０８時過ぎに紀伊水道南方海域で漂泊している巨大船を

見たことがなかったので、Ａ船が北進しているものと思い込み、海図

台の前に移動して見張りを適切に行っていなかったことから、Ａ船が

漂泊していることに気付かず、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、紀伊水道南方沖において、Ａ船が漂泊中、Ｂ船が西南西

進中、航海士Ａ及び船長Ｂが、共に見張りを適切に行っていなかった

ため、両船が衝突したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・漂泊中に船橋当直に当たる者は、周囲に目を配るなど、適切な見
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張りを行うこと。 

 ・船橋当直者は、視認した船舶と衝突するおそれがあるかどうか、

方位の変化を見るなど、適切な見張りを行うこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ Ａ船の損傷状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

事故発生場所 

（平成２９年９月２０日 

 ０８時４２分ごろ発生） 

Ｂ船 
Ａ船 

（漂泊中） 
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写真２ Ｂ船の損傷状況 

 

 

曲損 

亀裂箇所 
（切替工事中） 


